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研究成果の概要（和文）：研究代表者の一ノ瀬は、「因果と責任」という古典的対関係を、原発事故後の被害の
責任性という問題に沿って、現代哲学的に分析した。最終成果として、『福島はあなた自身』と題する報告書を
2018年2月に発表し、避難弱者や震災関連死について、予防の不在という観点から、原因指定の適切性の度合い
という問題を論じた。
榊原は、災害復興のための「ケアの現象学」を構想・展開した。鈴木は、哲学的な「復興」概念構築へ向けて、
形而上学的思考をまとめた。松浦は、古代哲学研究と現代の最先端の議論と対比させつつ当研究主題の整理を行
った。石原は、2018年2月に相馬市にて研究集会「震災／復興と障害をめぐる哲学対話」を開催した。

研究成果の概要（英文）：Ichinose gave an analysis of the relation between cause and responsibility 
from a viewpoint of contemporary philosophy, considering the issue of responsibility for harm in the
 nuclear power plants accident in 2011 at Fukushima.  He published a report entitled “Fukushima wa 
Anata-jishin” (i.e. “Fukushima is yourself”) in February 2018, where problems of the 
disaster-weak and earthquake-related deaths are discussed, and he tried to assess the degree of 
appropriateness in assigning a cause of tragic phenomena in the light of causation by absence.
    Sakakibara developed “Phenomenology of Care” for rebuilding Fukushima. Suzuki offered his 
metaphysical views for the philosophical concept of “rebuilding”.  Matsuura investigated the 
contrast between ancient philosophies and contemporary viewpoints to contribute to the project.  
Ishihara organized an academic meeting, “philosophical dialogues about earthquake, rebuilding, and 
handicaps”, which was held in Soma City in February 2018. 

研究分野： 哲学、倫理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
(1) 本研究「被害・リスク・合理性をめぐる

記述性／規範性の交差を通じた災害復興
のための哲学構築」は、表題が示唆する
ように、2011 年 3 月 11 日に発生した東
日本大震災そしてその後の福島第一原子
力発電所の事故を経験した私たち世代の
哲学が、文献的な哲学史研究に基づきつ
つ、そうした次元に留まることなく、あ
るいはそうした哲学史研究的次元を確固
たる基盤として固めつつ、そのような研
究水準を大胆に越えて、現実の深刻な問
題に対して、どのように応答できるか、
どのように解決に向けて貢献できるか、
というリアリティある問いに正面から立
ち向かっていこうという計画であった。
震災そして原発事故後、とりわけ放射線
被曝についての言説が混乱し、社会に著
しい影響を与えているという認識のもと、
自然科学的視点、心理学的視点をも視野
に入れつつも、あくまで、「哲学」が災害
復興という切迫した課題に関して何がで
きるかを徹底的に掘り下げ検討し、願わ
くは、復興支援の実践にも何らかの形で
つなげていくことを狙うものであった。 

(2) 当初見込みとしてあったのは、震災・原
発事故の「被害」がそもそも明確でなか
ったので、それを明確化するという課題
は、おそらく哲学の仕事だろう、という
認識であった。そして、当計画において、
そのことを探求するに際して、被害事象
の同定という概念的作業を、何がその「原
因」か、という因果論的問いに沿って遂
行するという意図を最初から抱いていた。
この点は、研究代表者の、このプロジェ
クト以前からの、問題事象に立ち向かう
ときの方法論だったので、それを適用し
ようとしたのである。 

 
２．研究の目的 
 
(1) 本研究は、災害からの復興という主題に

関して、あくまでも「哲学」という観点
から接近し、実践的な議論や方策につな
げていく橋頭堡を構築することが目的で
ある。そこで私たちは、伝統的な哲学の
問題圏と、災害や災害復興といった現実
的問題系とを架橋する普遍的整理機軸と
して、「記述性」(descriptivity)と「規範性」
(normativity)という、古典的な哲学のみな
らず現代の哲学でもしばしば議論の主題
となる対比に焦点を当てることにした。
この対比は、「である」と「べき」の対比
としても論じられるもので、事実と当為
と言い換えることもできる。ここでの主
題は、要するに、「である」で記述される
事実性は、「べき」として語られる規範性
と、異なるのか、結びついているのか、
結びついているならどのようにか、とい

った一連の問いである。これは、ヒュー
ムの「’is’と’ought to’の区別」、カントの
「’quid facti’と’quid juris’の区分」、そして
J.S ミルの議論、ムーアやサールの議論な
ど、哲学史に連綿と続く問いにほかなら
ない。そして、こうした問いを、災害復
興のための哲学、という理念へと連携さ
せるため、私たちは、「被害」「リスク」
「合理性」という三つの概念を主題とし
てピックアップすることで、目的を果た
そうと計画した。 

(2) 以上の目的を果たすためには、「被害」と
「リスク」の連関を探ることが出発点と
なる。ここでの最初の問題は、現実態と
して悪い事態を被っていることを「被害」
と捉えるのは文法上正しいとしても、で
は果たして、「可能態としての被害」とい
う概念は成立しうるのか、という問いで
ある。「可能態としての悪い状態」とはす
なわち「リスク」にほかならない点に鑑
みるならば、このことは要するに、「リス
クを増大させることはすなわち被害であ
る」と言えるのかどうか、という問題で
あることになる。  

(3) さらには、リスク概念の分析に関して、
それは事実判断なのか、それとも規範的
含意を本質的に伴っているのか、という
観点から研究を進めたい。この点は、リ
スクが少しでもあれば回避すべき、とい
う指示を与える「予防原則」と呼ばれる
考え方をめぐって研究していく。取っ掛
かりとなるのは、いかなるリスクも避け
るべし、という意思決定指針は、「合理性」
をもつ正当な規範たりうるか、という問
いである。というのも、リスク回避は往々
にして別なリスクを呼び込むので、予防
原則を受け入れることは不合理なことの
ように思われるからである。こうした点
について、認知バイアスや、自己欺瞞性、
といった手掛かりを通じて、私たちの心
理についての記述性・事実性と、災害被
害に際してどうすべきかという規範性と
の、交錯した意思決定の実相をえぐり出
していくこと、それが最終的な目的であ
る。 
 

３．研究の方法 
 
(1) 本研究の研究目的を遂行するため、研究

代表者および研究分担者は、下記に記す
それぞれの役割を果たすべく、勉強会、
研究会、そして福島原発事故被災地を訪
問すること、を通じて記述性と規範性の
交錯のありようについて、被害・リス
ク・合理性の概念に焦点を当てながら、
検討と解明を行い、それに基づいて国内
外での研究会や学会などで成果を発表
し、そして研究論文や著書の形で公表し
た。また、本研究の課題は、3.11 の原発
事故と放射能問題という実際的かつ逼



迫した課題を射程に入れるものなので、
学際的な研究視点と、被害地の現場の
方々との交流が、不可欠である。そうい
う意味で、医療関係者や物理学者、そし
て福島の被災地で復興に汗を流す方々
との連携をするべく、それらの方々と共
同で研究集会を開催した。また、3.11 の
ような事故はどの国でも起こりうるの
で、本研究は国際的にも発信していく必
要性が高いという認識を当初から抱い
ていた。それを果たすべく、英語での成
果公表を行うという方法を打ち出し、実
際それを達成した。 

(2) また、環境問題や災害予防においてしば
しば言挙げされる予防原則を検討対象
として取り上げ、なにゆえ人々は予防原
則が適切な方針になりうるという、錯覚
に陥ってしまうのかについて、詳細に吟
味するというアプローチ方法を採用す
ることにした。 

(3) さらに、記述性と規範性という、本研究
プロジェクトの主題に関しては、研究代
表者はすでにウィトゲンシュタインの
「規則のパラドックス」をめぐって国際
学会などで口頭発表をしてきたが、それ
をさらに綿密にまとめ上げ、英語で発信
するよう努める、という方補も組み込ん
だ。 

(4) 加えて、研究代表者は、福島原発事故の
被災地にこれまでもしばしば訪れ、福島
高校での講演や、福島第一原発視察など
を行ってきているので、この路線での実
践的活動も、決して事故を風化させない
ためにも、継続して行っていく、という
方法を当初から意識的に取り入れた。そ
して、実際、2016 年 12 月に飯舘村と南
相馬市を訪問し、現地の状況を視察した。
こうした実践活動を通じて、原発事故の
被害性とは具体的にどういうものなの
か、ということを現実の次元で把握し、
その知見を、哲学的議論、とりわけリス
ク認知についての認識論的議論に反映
させ、問題の捉え方という次元で、哲学
的反省の叡智を社会に還元できるよう
にすること、これが本研究を貫く方法論
的指針である。 

 
４．研究成果 
(1) 本プロジェクトの研究成果は多岐にわ
たる。研究代表者一ノ瀬の成果は、とりわ
け福島問題に直接関わるが、その他の分担
者の研究成果は哲学や倫理学の視点から
災害復興という問題に理論的に資するこ
とを狙いとしたものである。たとえば、榊
原の「ケアの現象学」についての一連の研
究などは、その大きな成果の一つである。
ただ、石原の当事者研究に基づいた復興論
は、研究代表者とはやや異なる視点から福
島問題に踏み込んだもので、本プロジェク

トの重要な成果の一つであると言える。 
(2) 以下、研究代表者一ノ瀬の、福島問題に 

関する研究成果について報告する。最初に、
成果をまとめるに当たっての前提と事実
を確認しておきたい。まず、災害や事故な
どに際してのプライオリティは、なにより
もかによりも「いのちの保全」であること、
これが基本的前提である。これだけでも、
大きな方針や評価基準が定まる。つまり、
「いのちの保全」を想定以上に損なった方
策はベストなやり方ではなかったのであ
り、今後同様な災害や事故が生じた場合に
は負の教訓として、すなわち同じ轍を踏ま
ないようにすることを、明記すべきだ、と
いう論点が導ける。そして、たしかに震災
関連死は「いのちの保全」という前提に照
らして、好ましい事態ではなかった。では、
どういう教訓を学ぶべきか。このような議
論の立て方が、「いのちの保全」という前
提からおのずと導ける。 

(3)次に、今回の原発事故に関して世間の注目
を一身に集めた「放射性物質飛散」そして
「放射線被曝」についての事実を確認して
おかなければならない。まず、非日常的な
事故による放射線被曝に恐怖を感じるの
は自然であること、けれども、自然な恐怖
心に従うことがいつでも合理的で、「いの
ちの保全」にとって最善の方策になるとは
限らないこと、このことを押さえたい。山
で熊に遭遇して、恐怖心から逃げようとし
たら、崖から転落してしまった、というよ
うな例を考えてほしい。恐怖心の源泉とな
るリスクを回避することは、往々にして別
のリスクの増大をもたらす。いわゆる「リ
スク・トレードオフ」である。余計な被曝
はしたくない。なので、立ち上がるのが困
難な高齢者が観光バスで何時間もかけて
避難したり（双葉病院の悲劇を想起してほ
しい）、父親と離れて母子が生活基盤の不
確定な遠地に避難したりする。けれども、
そうした被爆を回避する行動は、健康悪化、
貧困化、夫婦関係悪化、場合によっては自
死、などといった、別のリスクや実害を産
み出してしまいかねないのである。人は、
放射線被曝のみによって害されるのでは
ない。そして、放射線被曝を避けることが
できたとしても、健康悪化や自死を招いて
しまうのだったら、それは「いのちの保全」
というもともとの目的に照らして、明らか
に不合理な道筋だったのである。 

(4) では、実際のところ、福島原発事故にお
ける放射線被曝のリスクはどのようだっ
たのだろうか。至る所でデータが公表され
ているが、福島原発事故は全体の規模とし
てチェルノブイリ原発事故のおよそ 7分の
1 の放射線飛散量であった。事故直後に限
ったとしても、数日室内退避をして方策を
検討しても健康影響は考えられなかった
程度であることが分かっている。まして、
七年以上が経ったいま、福島のほとんどの



地域では、他県の状況と相違がない。内部
被曝については、直後からほとんど問題は
生じない量であったことが分かっている。
農産物に関しても、かなり綿密な線量測定
が行われ続けており、市場に出回っている
もので危険なものなど皆無である。放射線
被曝の問題はひとえに「量」に依存する。
高線量ならば危険であり、低線量ならばあ
わてて何が何でも避難するという必要性
はない。避難のリスクやコストを考慮する
のが、合理的である。 

(5)しかるに、今回の原発事故に対して、デー
タを確認して量的思考をすることなしに、
福島の放射線飛散の状況を危険視する人
が少なからず現れてしまった。むろん、当
初は、被災地の人々を思う善意からの発信
であり、そのように発信することが正義だ
と判断したからであろう。けれども、「地
獄への道は善意で敷き詰められている」と
いう格言があるように、善意でなしたこと
が完全に裏目に出て、かえって状況を悪化
させてしまうことがあるというのが、人間
本性の一つの皮肉な特徴なのである。デー
タに反した適度な危険視発言は、人々の恐
怖を助長して、多くの人々を避難行動に駆
り立て、産物に対する意味不明な風評を煽
り、被害を拡大させてしまった。彼らは、
そのようにすることで、被災地の方々に迷
惑を与えただけでなく、自らの人格性をお
としめてしまったのではないか。「人格」
すなわち person とは、原義からして、「声
を反響させること」という意味であり、自
らの声を向ける相手を定義的に想定し、そ
こからの響き返しを受けることで、立ち現
れてくる存在者である。ならば、合理的で
冷静な思考をすることなく、最初の印象だ
けに基づいて福島危険視発言をした人々、
し続けた人々は、そのことによって負の影
響を受けた被災者の方々の呻吟を自らの
属性として刻印せざるをえない。過度な危
険視発言は、発言者自身の道徳的品性を損
なってしまっていること、このことを私一
ノ瀬はまず伝えたいのであり、いまからで
も遅くない、ぜひそうしたあり方を自ら振
り返り、負のスパイラルから抜け出してほ
しいと、切に訴えたいのである。 

(6)そして最後に、震災関連死、とりわけ福島
における震災関連死に関して、なにゆえ
2100 人以上もの方々が亡くなってしまっ
たのか、その「原因」は何なのか、という
問いを向けたい。2100 人もの人が亡くな
ってしまうことは、果たして不可避だった
のか。一旦あのような事態になると、ベル
トコンベアに乗ったがごとく、必然的に発
生してしまう被害なのか。ここに哲学の因
果論の視点が要請されてくる。一つの標準
的なやり方は、いわゆる「but for テスト」
（それなしならばテスト）であろう。反事
実的な仮定をして構成される条件文の説
得性によって、原因指定の適切性を測ると

いう手法である。ここで注意すべきは、福
島の震災関連死は放射線被曝による放射
線障害ではない、という点である。福島原
発事故による放射性物質飛散は、数年の内
に何千人もの人々を放射線障害で死亡さ
せるほどの量ではまったくなかったので
ある。 

(7) かくして私一ノ瀬は、この点に関して、
「but for テスト」を適用して解明を図り
たいと思うのである。ここでは、さしあた
り大まかに、このテストをパスしうる原因
候補を三つあげたい。1)津波震災、2)原発
事故、3)避難行動、の三つである。この三
つすべてについて、「もしそれがなかった
ならば、これほどの関連死は発生しなかっ
ただろう」と言えると思われるからである。
そして私一ノ瀬は、この三つに対して、ど
れが最も後の時点になっても予防可能で
あったかという視点、すなわち、法理学で
言うところの「近因」の概念に似た視点を
適用したい。その上で、上の三つの候補の
中で、どれが原因として指定されるのに最
も適切かを判断する、というやり方である。
そのようなやり方に沿って考えるならば、
後の時点でも予防可能性が高かったとい
う点で（言い換えれば、なかでも一番予防
しやすかったという点で）、無理な避難行
動や避難行動の弊害を「予防しなかった」
ことに、福島における震災関連死の突出し
た多さの「原因」を求める、という道筋が
最も合理的で適切な捉え方になるであろ
う。実際たとえば、暫時屋内退避して避難
経路の確保の後に避難するというやり方
は、その気になればすぐに実行できたはず
である。かくして、原子力災害が発生した
ときに、放射線被曝だけに注意を集中させ、
避難しさえすればよいと思考してしまう
ことは、かえって被害を拡大させてしまう、
という重大な教訓を読み取りたい。「いの
ちの保全」、これにプライオリティがある
という基本線につねに立ち返るべきであ
る。 
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